
 

 

議案第 13 号 

 
 

小松市立義務教育諸学校教科用図書採択取扱要綱について 
 
 

小松市立義務教育諸学校教科用図書採択取扱要綱を次のとおり制定する。 
 

 

小松市立義務教育諸学校教科用図書採択取扱要綱 

 

（設置） 

第１条 この要綱は，義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律（昭和38年法

律第182号。以下「法」という。）第13条の規定により小松市教育委員会（以下「教育

委員会」という。）が行う教科用図書（学校教育法（昭和22年法律第26号）第34条第1

項の教科用図書（同法第49条において準用する場合を含む。）をいう。以下同じ。）の

採択を公正かつ適正に実施するため小松市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会（以

下「委員会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は，教育委員会の諮問に応じ，採択すべき教科用図書について，調査し，

及び審議し，並びに答申するものとする。 

  （委員） 

第３条 委員会は，次の各号の区分に応じ，それぞれ当該各号に掲げる員数の委員（以下

「委員」という。）で組織するものとする。 

 ⑴ 学識経験者 ２人以内 

 ⑵ 教育委員  ２人以内 

 ⑶ 小松市ＰＴＡ連合会 ２人以内 

 ⑷ 学校関係者 ３人以内 

２ 前項の規定にかかわらず，教科用図書の採択に直接の利害関係を有すると教育委員会

が認める者は，選定委員となることができない。 

第４条 委員は，教育委員会が委嘱し，又は任命する。 

２ 委員の任期は，前項の規定による委嘱又は任命の日から第２条に規定する答申の日ま

でとする。 

  （役員） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き，それぞれ委員の互選により定める。 

２ 委員長は，委員会を代表し，委員会を総理する。 

３ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長が欠けたときは，委員長の職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 委員会は，委員長が招集する。ただし，委員長及び副委員長がないときの委員会

は，教育委員会が招集する。 

２ 委員会は，委員の半数以上の出席がなければ，会議を開くことはできない。 

３ 選定委員会の議事は，出席委員の過半もって決し，可否同数のときは，委員長の決す

るところによる。 

４ 委員会は，必要があると認めるときは，委員以外の第三者の意見を求めることができ

る。 

（調査研究員) 

第７条 教育委員会は，能美市及び川北町と合同で委員会に提出する教科用図書に関する

資料の収集及び作成並びに教科用図書の調査研究のため教科用図書調査研究員（次条に

おいて「調査研究員」という。）を置く。 

令和６年５月 14 日 
教育委員会会議 資料 

学校教育課 
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  （調査研究員） 

第８条 調査研究員は，本市の市立学校の校長及び教員の中から教育委員会が任命する。 

２ 調査研究員の任期は，任命の日から前条の目的が達成される日として教育委員会が定

める日とする。 

  （庶務） 

第９条 委員会の庶務は，主管課において処理する。 

 （委任） 

第10条 この要綱に定めるもののほか，委員会の設置に関する事項は，教育委員会が別に

定める。 

 

    附 則 

この告示は，公表の日から施行する。 
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令和７年度使用教科用図書の採択について 

 

 令和７年度から使用する中学校の教科用図書の採択にあたり，小松市においては，「義務

教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」等の関係法令及び「小松市立義務教育諸

学校教科用図書採択取扱要綱」に基づき，採択事務を進める。 

 

［採択の手順］ 

（１）小松市教育委員会（以下「教育委員会」）は，小松市義務教育諸学校教科用図書選定

委員会（以下「選定委員会」）を６月上旬に設置し，教科書採択に係る意見の答申を諮問す

る。 

（２）教育委員会は，教科用図書調査研究会（以下「調査研究会」）を６月上旬に設置し，

選定委員会の調査審議に係る専門的事項の調査研究を依頼する。 

（３）調査研究員は，選定委員会に対し調査研究の結果等を７月上旬から中旬に報告する。 

（４）選定委員会は，教科書展示会における保護者や市民等の意見も踏まえて調査審議し，

種目ごとに教育委員会に推薦すべき教科書の優れている点についてまとめ，７月下旬から８

月上旬に答申する。 

（５）教育委員会は，この答申を基に，採択すべき教科書を採択する。 

 

 

 

 

 

開

催
指導・助言・援助

採択方針 選定資料

(1) 諮問 6月上旬 (4) 答申 7月下旬～8月下旬

参考資料

石川県

教育委員会

小松市教育委員会

(5)採択 ８月下旬

教科書展示会（県市）

６月 日～ 日

小松市立義務教育諸学校

教科用図書選定委員会
６月上旬設置

教科用図書調査研究会

６月上旬 設置

教科書展示会での

地域住民等の意見

(3) 報告 7月上旬

採択結果の報告

開催

(2) 依頼 6月上旬
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議案第 16 号 

 

 

令和７年度使用教科書（中学校用教科書）の採択について（諮問） 
 

 

 

小松市立義務教育諸学校教科用図書採択取扱要綱第２条の規定により，中学校及び義務教

育学校後期課程において令和７年度から令和10年度に使用する教科書の採択にあたり，必要

な事項を調査審議するため，小松市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会への諮問を提案

する。 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年５月 14 日 
教育委員会会議 資料 

学校教育課 

4



 
 

 

議案第 17 号 

 

 

小松市立義務教育諸学校教科用図書選定委員の委嘱及び任命について 
 

 

小松市立義務教育諸学校教科用図書採択取扱要綱第４条の規定に基づき，次のとおり委員

を委嘱及び任命する。 

 

 

１ 委嘱及び任命する委員 

 

学識経験者 
志村  恵 公立小松大学副学長 

浅野 秀重 金沢大学名誉教授 

教育委員 
  

  

小松市ＰＴＡ連合会 
田村 義彦 小松市ＰＴＡ連合会会長 

金田 史恵 小松市ＰＴＡ連合会総務副委員長 

学校関係者 

荒木 達人 小松市立丸内中学校長 

笠巻  昭 小松市立安宅中学校長 

福井  元 小松市立南部中学校主幹教諭 

（敬称略） 

 

 

２ 任期 

 委嘱及び任命した日から小松市立義務教育諸学校教科用図書採択取扱要綱第２条に規定す

る答申の日までとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年５月 14 日 
教育委員会会議 資料 

学校教育課 
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議案第 18 号  

 
小松市社会教育委員の選任について 

 

下記の者を小松市社会教育委員に選任する。 

 

記 

 

住 所 
氏 名 

（生年月日） 
備 考 

小松市桜木町 108 番地 1 
山本 恭代 

(昭和 41年 7 月 6 日) 

小松市小学校長会 

荒屋小学校校長 

小松市島町ヌ 43 番地 
亀田 憲一郎 

(昭和 42年 2 月 12 日) 

小松市中学校長会 

南部中学校校長 

小松市大島町タ 83 番地 1 
中屋 幸夫 

(昭和 24年 5 月 28 日) 
小松市公民館連合会 

小松市末広町 238 番地 
堀口 章子 

(昭和 43年 4 月 30 日) 
小松市医師会 

小松市島町カ 82番地 1 
久保 由味子 

(昭和 39年 11 月 3 日) 
小松市校下女性協議会 

小松市浮柳町ト 37 番地 1 
田村 義彦 

(昭和 40年 12 月 24 日) 
小松市立学校 PTA 連合会 

小松市白山田町ロ 247 番地 
山本 博之 

(昭和 36年 9 月 9 日) 
学識経験者 

小松市梯町ホ 58番地 
辻 美智子 

(昭和 20年 9 月 30 日) 
学識経験者 

小松市向本折町マ 28 番地 
本村 与茂 

(昭和 36年 12 月 9 日) 
学識経験者 

 

任  期  令和 6年 4月 1日から令和 8年 3月 31 日まで 

 

根拠法令  社会教育法第 15 条 

        小松市社会教育委員設置条例 

令和６年５月 14日 
教育委員会会議 資料 

生涯学習課 
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（県）令和の日本型学校教育の具現化に
向けた実証研究

R6～R8 稚松小学校

（県）いしかわ道徳教育推進事業 R6
南部中学校
★研究発表会12/11(水）

学力向上推進事業（小学校国語科） R5～R6
苗代小学校
☆研究発表会11/15(金)
　…小・中・義務教育学校各１名以上悉皆

学力向上推進事業（中学校） R5～R6
板津中学校
☆研究発表会1/20(月)
　…小・中・義務教育学校各１名以上悉皆

道徳教育推進事業 R5～R6
芦城中学校
☆研究発表会1/23(木)
　…小・中・義務教育学校各１名以上悉皆

GIGAスクール環境を活かした
学びの推進事業（教育研究センター）

R5～R6

芦城小学校
☆研究発表会11/18(月)
　…小・中・義務教育学校各１名以上悉皆
松陽中学校
☆研究発表会1/17(金)
　…小・中・義務教育学校各１名以上悉皆

授業力向上研究事業（小学校算数科） R6～R7 符津小学校

未来の学びづくり研究事業 R6～R8 松東みどり学園

体力向上推進事業 R6 国府小学校

石川県統計グラフ作成協力校 R5～R7 国府小学校

学校安全総合事業 R6
（災害安全）松陽中学校・苗代小学校
（交通安全・生活安全）安宅中学校・安宅小学校

　　　　　　　　　　令和6年度　小松市　研究指定校

その他（県教委関係）

令和６年５月14日

教育委員会会議 資料

学校教育課
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令和６年度 小松市立小・中・高等学校及び義務教育学校運動会日程

学校名 開催予定日 雨天予備日 開催場所

芦城小学校 10月9日(水) 10月10日(木) 10月11日(金) 10月15日(火) 芦城小学校運動場

稚松小学校 10月12日(土) 10月13日(日) 10月14日(月) 10月15日(火) 稚松小学校運動場

安宅小学校 9月21日(土) 9月22日(日) 9月24日(火) 9月25日(水) 安宅小学校運動場

犬丸小学校 10月5日(土) 10月6日(日) 10月7日(月) 10月8日(火) 犬丸小学校運動場

荒屋小学校 10月19日(土) 10月20日(日) 10月21日(月) 4月22日(月) 荒屋小学校運動場

第一小学校 10月5日(土) 10月6日(日) 10月7日(月) 10月8日(火) 第一小学校運動場

苗代小学校 9月28日(土) 9月29日(日) 9月30日(月) 10月1日(火) 苗代小学校運動場

蓮代寺小学校 10月5日(土) 10月6日(日) 10月7日(月) 10月8日(火) 蓮代寺小学校運動場

向本折小学校 10月8日(火) 10月9日(水) 10月10日(木) 10月11日(金) 向本折小学校運動場

今江小学校 5月25日(土) 5月26日(日) 5月27日(月) 5月28日(火) 今江小学校運動場

串小学校 10月5日(土) 10月6日(日) 10月7日(月) 10月8日(火) 串小学校運動場

日末小学校 6月8日(土) 6月9日(日) 6月10日(月) 6月11日(火) 日末小学校運動場

符津小学校 10月5日(土) 10月6日(日) 10月7日(月) 符津小学校運動場

粟津小学校 10月1日(火) 10月2日(水) 10月3日(木) 粟津小学校運動場

木場小学校 9月28日(土) 9月29日(日) 9月30日(月) 10月1日(火) 木場小学校運動場

矢田野小学校 9月28日(土) 9月29日(日) 9月30日(月) 10月1日(火) 矢田野小学校運動場

月津小学校 10月5日(土) 10月6日(日) 10月7日(月) 10月8日(火) 月津小学校運動場

那谷小学校 10月5日(土) 10月6日(日) 10月7日(月) 10月8日(火) 那谷小学校運動場

国府小学校 10月5日(土) 10月6日(日) 10月7日(月) 10月8日(火) 国府小学校運動場

中海小学校 10月2日(水) 10月3日(木) 10月4日(金) 10月7日(月) 中海小学校運動場

東陵小学校 9月28日(土) 9月29日(日) 9月30日(月) 10月1日(火) 東陵小学校運動場

能美小学校 6月1日(土) 6月2日(日) 6月3日(月) 能美小学校運動場

芦城中学校 9月11日(水) 9月12日(木) 9月13日(金) 芦城中学校運動場

丸内中学校 10月2日(水) 10月3日(木) 10月4日(金) 丸内中学校運動場

松陽中学校 10月2日(水) 10月3日(木) 10月4日(金) 松陽中学校運動場

御幸中学校 10月10日(木) 10月11日(金) 10月15日(火) 御幸中学校運動場

南部中学校 9月13日(金) なし 小松ドーム

国府中学校 5月30日(木) 5月31日(金) 国府中学校運動場

中海中学校 9月25日(水) 9月26日(木) 中海中学校運動場

安宅中学校 10月3日(木) 10月4日(金) 安宅中学校運動場

板津中学校 10月1日(火) 10月2日(水) 板津中学校運動場

松東みどり学園 6月25日(火) 7月2日(火) 7月4日(木) 松東みどり学園運動場

小松市立高校 8月31日(土) 9月1日(日) 小松市立高校運動場

令和６年５月14日

教育委員会会議 資料

学校教育課
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寄附受納について 

 

 

 市内の匿名の方より、教育のために役立ててほしいと、下記のとおり寄附があ

りました。 

 

 

１．寄 附 者   匿名 

 

２．寄附金額   １，０００，０００円 

 

３．受 納 日   令和６年４月３０日 

 

 

寄附金については、寄附者の意向により奨学金基金へ積み立てることとしまし

た。 

 

令和６年５月１４日 

教育委員会会議 資料 

学校教育課 
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令和 5 年度 ひととものづくり科学館運営実績 

 

 

 

 

 

 

教育委員会へ 

 

 

観覧料 3D 共通 

 

 

 

ワンダー無料化 

※無料ゾーンの人数を含めると R5 年度はおよそ 116,000 人の来館者（エントランスカウンターによる概数） 

  

  来館者数 
（人） 

団体/視察の利用（市内、県内、県外利用者の割合） 

市内 
利用者(人) 

割合 
（%） 

県内 
利用者（人） 

割合 
（%） 

県外 
利用者（人） 

割合 
（%） 

H26 173,072 4,921 29.0 8,973 52.9 3,055 18.0 

H27 127,908 2,594 25.9 5,314 53.0 2,112 21.1 

H28 144,618 5,598 43.9 5,182 40.6 1,981 15.5 

H29 124,731 5,048 41.4 5,273 43.2 1,881 15.4 

H30 142,266 6,094 47.4 4,956 38.6 1,802 14.0 

R1 101,441 5,868 49.3 4,602 38.6 1,443 12.1 

R2 49,745 3,201 64.2 1,779 35.7 3 0.1 

R3 53,832 3,009 56.6 2,173 40.9 136 2.6 

R4 107,845 3,163 41.9 3,906 51.7 482 6.4 

R5 108,598 3,841 41.0 4,528 48.4 993 10.6 

31,734 

17,910 
15,614 

12,516 12,814 13,071 

5,583 5,258 

10,881 

6,263 

1,324 

1,095 

1,119 

1,445 2,120 2,652 

1,369 1,818 

3,196 

7,178 

9,116 

10,768 
12,607 

10,969 
11,814 9,801 

3,699 
5,681 

10,659 13,240 

9,478 

6,089 5,860 

4,892 
4,034 

2,881 

1,350 
1,064 

2,119 

2,242 

51,652 

35,862 35,200 

29,822 30,781 
28,405 

12,002 
13,820 

26,855 
28,923 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

観覧料 体験教室 使用料 ショップ

ひととものづくり科学館収益（千円） 

令和６年５月 14 日 

教育委員会会議 資料 

ひととものづくり科学館 
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Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

観覧料 31,734 17,910 15,614 12,516 12,814 13,071 5,583 5,258 10,881 6,263

0

10,000

20,000

30,000
観覧料（千円） R1→ワンダーランド+3D 共通化 

R5→3D のみ ワンダーランド無料化 

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

参加料 1,324 1,095 1,119 1,445 2,120 2,652 1,369 1,818 3,196 7,178

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ5

使用料 9,116 10,768 12,607 10,969 11,814 9,801 3,699 5,681 10,659 13,240

0

5,000

10,000

15,000

体験教室参加料   （千円） 
R5 よりワンダーランド無料化 

ホール使用料 （千円） 

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

売上 9,478 6,089 5,860 4,892 4,034 2,881 1,350 1,064 2,119 2,242

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

ショップ売上 （千円） 
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